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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸気弁のリフト・作動角を同時にかつ連続的に拡大，縮小制御可能なリフト・作動角可
変機構と、内燃機関の回転数および負荷を検出する手段と、この機関回転数および負荷に
応じて上記吸気弁のリフト・作動角を制御する制御手段と、を備えた車両用内燃機関の制
御装置において、
　機関停止時には、機関回転が完全に停止する前に、上記吸気弁のリフト・作動角が所定
値以下になるように制御すること特徴とする車両用内燃機関の制御装置。
【請求項２】
　上記リフト・作動角可変機構は、当該リフト・作動角可変機構の駆動制御が行われてい
ないときに吸気弁を小リフト・小作動角側に付勢するよう構成されたリフト・作動角制御
用アクチュエータを備え、
　機関停止時には、機関回転が完全に停止する前に、リフト・作動角制御用アクチュエー
タの駆動制御が行われていないときに小リフト・小作動角側への付勢によって、吸気弁の
リフト・作動角が所定値以下になるように、吸気弁のリフト・作動角を制御することを特
徴とする請求項１に記載の車両用内燃機関の制御装置。
【請求項３】
　吸気弁のリフト・作動角を同時にかつ連続的に拡大，縮小制御可能なリフト・作動角可
変機構と、内燃機関の回転数および負荷を検出する手段と、この機関回転数および負荷に
応じて上記吸気弁のリフト・作動角を制御する制御手段と、を備えた車両用内燃機関の制
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御装置において、
　エンジン回転数が所定値以下になったときに、吸気弁のリフト・作動角が最小となるよ
うに制御することを特徴とする車両用内燃機関の制御装置。
【請求項４】
　上記制御手段は、機関無負荷運転条件において、上記吸気弁を常に所定値以下の小リフ
ト・小作動角に制御することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の車両用内燃機
関の制御装置。
【請求項５】
　吸気弁のリフトの中心角の位相を遅進させる位相可変機構を備え、機関無負荷運転条件
において、上記吸気弁の閉時期が下死点近傍に位置するように、上記吸気弁の中心角を制
御することを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の車両用内燃機関の制御装置。
【請求項６】
　機関回転が低下し停止に至る過程においては、上記吸気弁のリフト・作動角の縮小制御
は上記吸気弁の中心角制御よりも優先的に行われるようにしたことを特徴とする請求項５
に記載の車両用内燃機関の制御装置。
【請求項７】
　上記吸気弁のリフト・作動角は機関回転数の増大に応じて、漸次使用範囲を拡大するよ
うにしたことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の車両用内燃機関の制御装置。
【請求項８】
　上記吸気弁のリフト・作動角は機関負荷の増大に応じて、漸次使用範囲を拡大するよう
にしたことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の車両用内燃機関の制御装置。
【請求項９】
　上記リフト・作動角可変機構は、駆動軸により回転駆動される偏心カムと、この偏心カ
ムの外周に相対回転可能に嵌合したリンクアームと，上記駆動軸と平行に設けられ、かつ
偏心カム部を備えた回動可能な制御軸と、この制御軸の偏心カム部に回転可能に装着され
、かつ上記リンクアームにより揺動されるロッカアームと、上記駆動軸に回転可能に支持
されるとともに、上記ロッカアームにリンクを介して連結され、該ロッカアームに伴って
揺動することにより吸気弁のタペットを押圧する揺動カムと、を備えており、上記制御軸
の偏心カム部の回動位置を変化させることにより吸気弁のリフト・作動角が同時に増減変
化するように構成されていることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の車両用内
燃機関の制御装置。
【請求項１０】
　リフト・作動角制御用アクチュエータは、上記制御軸を回転駆動し、該制御軸の偏心カ
ム部の回動位置を制御するものであって、該リフト・作動角制御用アクチュエータの駆動
動力源がＯＦＦの条件において、上記吸気弁を小リフト・小作動角側に付勢するように構
成したことを特徴とする請求項９に記載の車両用内燃機関の制御装置。
【請求項１１】
　吸気弁のリフトの中心角の位相を遅進させる位相可変機構を備え、該位相可変機構は、
上記駆動軸と同心に回転可能に配置され、かつチエーンもしくはタイミングベルトを介し
てクランクシャフトに従動するスプロケットと、このスプロケットと上記駆動軸との間に
装着され、両者の相対的な位相を変化させる手段と、を備えていることを特徴とする請求
項９または１０に記載の車両用内燃機関の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、吸気弁のリフト・作動角を拡大，縮小制御するいわゆる可変動弁機構を備えた
車両用内燃機関の制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
機関低速時から高速時に亙って、筒内燃焼と筒内の充填効率の最適化を図り、燃費性能の
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向上を実現するために、吸気弁のリフト・作動角及び中心角を可変制御するいわゆる可変
動弁機構を備えた内燃機関が従来から知られている（特開平１１－０３６９０６号公報参
照）。
【０００３】
このような可変動弁機構は、吸気弁へのバルブ駆動力の伝達経路が複雑で、多くのリンク
、摺動部位を有し、上記各摺動部位で摩擦抵抗が発生する。
【０００４】
また、内燃機関の回転数が低下すると軸受部などの荷重を受ける摺動面に油膜が形成され
にくくなるため、摩擦係数が上昇し、バルブ駆動トルクが低速側で上昇する傾向がある。
【０００５】
図１１は、可変動弁機構及び固定動弁機構の双方のエンジン回転数によるバルブ系の駆動
トルク特性を示したものである。また、図１２は、可変動弁機構及び固定動弁機構の双方
のクランク角によるバルブリフト量の特性を示したものである。尚、図１２の各特性線Ａ
，Ｂ，Ｃは、図１１中のＡ，Ｂ，Ｃにそれぞれ対応している。
【０００６】
バルブ駆動トルクが低速側で上昇する傾向は、カム駆動による固定動弁機構においても同
様にあるものの、上記可変動弁機構において低速時に大リフト制御を行うと、特に著しい
駆動トルクの上昇を招くことになる。
【０００７】
この理由は、摩擦係数のオーダーによっても異なるが、各摺動部位の摩擦トルクが伝達の
過程で累積され、拡大されて結果的にこのような上昇になるものである。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、摩擦係数が最大となるのは停止時であるから、低速時に大リフト制御を行
うと、機関停止からの起動時にはこのバルブ駆動力は極めて大となり、駆動系の信頼性を
確保するためには上記可変動弁機構の各部強度の余裕を大きく観る必要がある他、スター
タモータ等の容量が過大となる問題があった。
【０００９】
本発明はかかる課題に着目してなされたものであり、エンジン起動時におけるバルブ駆動
力を十分小さな値に抑えるよう吸気弁のリフト・作動角を制御し、かつそのような条件に
おいて確実に良好な初爆が得られるような吸気弁位相角を制御する車両用内燃機関の制御
装置に関するものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　そこで、請求項１に記載の発明は、吸気弁のリフト・作動角を同時にかつ連続的に拡大
，縮小制御可能なリフト・作動角可変機構と、内燃機関の回転数および負荷を検出する手
段と、この機関回転数および負荷に応じて上記吸気弁のリフト・作動角を制御する制御手
段と、を備えた車両用内燃機関の制御装置において、機関停止時には、機関回転が完全に
停止する前に、上記吸気弁のリフト・作動角が所定値以下になるように制御することを特
徴としている。上記リフト・作動角可変機構は、作動角を拡大すると、同時にリフトが大
となり、逆に作動角を縮小すると、同時にリフトが小となる構成となっている。また、上
記リフト・作動角可変機構においては、リフト量の増加に伴って吸気弁の駆動トルクは増
大する。これによって、内燃機関の起動時には、吸気弁のリフト量が相対的に小さくなり
、起動時の吸気弁のリフトによるフリクションが低減される。また、請求項２に記載の発
明は、請求項１に記載の発明において、上記リフト・作動角可変機構は、当該リフト・作
動角可変機構の駆動制御が行われていないときに吸気弁を小リフト・小作動角側に付勢す
るよう構成されたリフト・作動角制御用アクチュエータを備え、機関停止時には、機関回
転が完全に停止する前に、リフト・作動角制御用アクチュエータの駆動制御が行われてい
ないときに小リフト・小作動角側への付勢によって、吸気弁のリフト・作動角が所定値以
下になるように、吸気弁のリフト・作動角を制御することを特徴としている。請求項３に
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記載の発明は、吸気弁のリフト・作動角を同時にかつ連続的に拡大，縮小制御可能なリフ
ト・作動角可変機構と、内燃機関の回転数および負荷を検出する手段と、この機関回転数
および負荷に応じて上記吸気弁のリフト・作動角を制御する制御手段と、を備えた車両用
内燃機関の制御装置において、エンジン回転数が所定値以下になったときに、吸気弁のリ
フト・作動角が最小となるように制御することを特徴としている。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれかに記載の発明において、上記制御手
段は、機関無負荷運転条件において、上記吸気弁を常に所定値以下の小リフト・小作動角
に制御することを特徴としている。通常、内燃機関は車両を停止させた状態で停止させる
。つまり、通常は、内燃機関を停止させる前段階で機関無負荷状態となる。これによって
、内燃機関の起動時には、吸気弁は確実に小リフトとなり、起動時の吸気弁のフリクショ
ンが確実に低減される。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれかに記載の発明において、吸気弁のリ
フトの中心角の位相を遅進させる位相可変機構を備え、機関無負荷運転条件において，上
記吸気弁の閉時期が下死点近傍に位置するように、上記吸気弁の中心角を制御することを
特徴としている。吸気弁閉時期を下死点付近に設定することにより、実圧縮比は最大とな
るから、吸気弁のリフト量を小さくしても、筒内の燃焼を安定させることが出来る。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の発明において、機関回転が低下し停止に至
る過程においては、上記吸気弁のリフト・作動角の縮小制御は上記吸気弁の中心角制御よ
りも優先的に行われるようにしたことを特徴としている。
【００１４】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～６のいずれかに記載の発明において、上記吸気弁
のリフト・作動角は機関回転数の増大に応じて、漸次使用範囲を拡大するようにしたこと
を特徴としている。これによって、燃費及び出力性能を向上させつつ、不意のエンストに
際しても確実に小リフトで内燃機関は起動する。
【００１５】
　請求項８に記載の発明は、請求項１～７のいずれかに記載に発明において、上記吸気弁
のリフト・作動角は機関負荷の増大に応じて、漸次使用範囲を拡大するようにしたことを
特徴としている。
【００１６】
　請求項９に記載の発明は、請求項１～８のいずれかに記載の発明において、上記リフト
・作動角可変機構は、駆動軸により回転駆動される偏心カムと、この偏心カムの外周に相
対回転可能に嵌合したリンクアームと，上記駆動軸と平行に設けられ、かつ偏心カム部を
備えた回動可能な制御軸と、この制御軸の偏心カム部に回転可能に装着され、かつ上記リ
ンクアームにより揺動されるロッカアームと、上記駆動軸に回転可能に支持されるととも
に、上記ロッカアームにリンクを介して連結され、該ロッカアームに伴って揺動すること
により吸気弁のタペットを押圧する揺動カムと、を備えており、上記制御軸の偏心カム部
の回動位置を変化させることにより吸気弁のリフト・作動角が同時に増減変化するように
構成されていることを特徴としている。
【００１７】
　請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載の発明において、リフト・作動角制御用ア
クチュエータは、上記制御軸を回転駆動し、該制御軸の偏心カム部の回動位置を制御する
ものであって、該リフト・作動角制御用アクチュエータの駆動動力源がＯＦＦの条件にお
いて、上記吸気弁を小リフト・小作動角側に付勢するように構成したことを特徴としてい
る。
【００１８】
　請求項１１に記載の発明は、請求項９または１０に記載の発明において、吸気弁のリフ
トの中心角の位相を遅進させる位相可変機構を備え、該位相可変機構は、上記駆動軸と同
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心に回転可能に配置され、かつチエーンもしくはタイミングベルトを介してクランクシャ
フトに従動するスプロケットと、このスプロケットと上記駆動軸との間に装着され、両者
の相対的な位相を変化させる手段と、を備えていることを特徴としている。
【００１９】
【発明の効果】
本発明によれば、内燃機関の起動時に吸気弁のリフト量が所定値以下となるよう制御する
ことにより、起動時の吸気弁のリフトによるフリクションが低減されるので、起動時の吸
気弁の駆動トルクを低減することができる。
【００２０】
　特に、請求項４の発明では、起動時に吸気弁が小リフト・小作動角となるため、起動時
の吸気弁のリフトによるフリクションが確実に低減され、起動時の吸気弁の駆動トルクを
確実に低減することができる。
【００２１】
　また、請求項５の発明では、エンジン起動直後の筒内の燃焼を安定させることができる
ので、良好な初爆を確実に得ることができる。
【００２２】
　請求項７及び請求項８の発明では、燃費及び出力性能の向上を図りつつ、エンストに際
しては、吸気弁を小リフト・小作動角として内燃機関を起動させることができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２４】
図１は、内燃機関の吸気弁側可変動弁機構の構成を示す構成説明図であり、この可変動弁
機構は、吸気弁４のリフト・作動角を変化させるリフト・作動角可変機構１と、そのリフ
トの中心角の位相（図示せぬクランクシャフトに対する位相）を進角もしくは遅角させる
位相可変機構２と、が組み合わされて構成されている。
【００２５】
図２は、リフト・作動角可変機構１のみを示しており、図１および図２に基づいて、この
リフト・作動角可変機構１を説明する。なお、このリフト・作動角可変機構１は、本出願
人が先に提案したものであるが、例えば特開平１１－１０７７２５号公報等によって公知
となっているので、その概要のみを説明する。
【００２６】
リフト・作動角可変機構１は、シリンダヘッド３に図示せぬバルブガイドを介して摺動自
在に設けられた吸気弁４と、シリンダヘッド３上部のカムブラケット５に回転自在に支持
された中空状の駆動軸６と、この駆動軸６に、圧入等により固定された偏心カム７と、上
記駆動軸６の上方位置に同じカムブラケット５に回転自在に支持されるとともに駆動軸６
と平行に配置された制御軸８と、この制御軸８の偏心カム部９に揺動自在に支持されたロ
ッカアーム１０と、各吸気弁４の上端部に配置されたタペット１１に当接する揺動カム１
２と、を備えている。上記偏心カム７とロッカアーム１０とはリンクアーム１３によって
連係されており、ロッカアーム１０と揺動カム１２とは、リンク部材１４によって連係さ
れている。
【００２７】
上記駆動軸６は、後述するように、タイミングチェーンないしはタイミングベルトを介し
て機関のクランクシャフトによって駆動されるものである。
【００２８】
上記偏心カム７は、円形外周面を有し、該外周面の中心が駆動軸６の軸心から所定量だけ
オフセットしているとともに、この外周面に、リンクアーム１３の環状部１３ａが回転可
能に嵌合している。
【００２９】
上記ロッカアーム１０は、略中央部が上記偏心カム部９によって支持されており、その一
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端部に、上記リンクアーム１３の延長部１３ｂが連係しているとともに、他端部に、上記
リンク部材１４の上端部が連係している。上記偏心カム部９は、制御軸８の軸心から偏心
しており、従って、制御軸８の角度位置に応じてロッカアーム１０の揺動中心は変化する
。
【００３０】
上記揺動カム１２は、駆動軸６の外周に嵌合して回転自在に支持されており、側方へ延び
た端部１２ａに、上記リンク部材１４の下端部が連係している。この揺動カム１２の下面
には、駆動軸６と同心状の円弧をなす基円面１５ａと、該基円面１５ａから上記端部１２
ａへと所定の曲線を描いて延びるカム面１５ｂと、が形成されており、これらの基円面１
５ａならびにカム面１５ｂが、揺動カム１２の揺動位置に応じてタペット１１の上面に当
接するようになっている。
【００３１】
すなわち、上記基円面１５ａはベースサークル区間として、リフト量が０となる区間であ
り、揺動カム１２が揺動してカム面１５ｂがタペット１１に接触すると、徐々にリフトし
ていくことになる。なお、ベースサークル区間とリフト区間との間には若干のランプ区間
が設けられている。
【００３２】
上記制御軸８は、図１に示すように、一端部に設けられたリフト・作動角制御用油圧アク
チュエータ１６によって所定回転角度範囲内で回転するように構成されている。このリフ
ト・作動角制御用油圧アクチュエータ１６への油圧供給は、エンジンコントロールユニッ
ト１７からの制御信号に基づき、第１油圧制御部１８によって制御されている。尚、アク
チュエータ１６は、このアクチュエータ１６の駆動電源がＯＦＦの条件において、吸気弁
４を小リフト・小作動角側に付勢するよう構成されている。
【００３３】
このリフト・作動角可変機構１の作用を説明すると、駆動軸６が回転すると、偏心カム７
のカム作用によってリンクアーム１３が上下動し、これに伴ってロッカアーム１０が揺動
する。このロッカアーム１０の揺動は、リンク部材１４を介して揺動カム１２へ伝達され
、該揺動カム１２が揺動する。この揺動カム１２のカム作用によって、タペット１１が押
圧され、吸気弁４がリフトする。
【００３４】
ここで、リフト・作動角制御用油圧アクチュエータ１６を介して制御軸８の角度が変化す
ると、ロッカアーム１０の初期位置が変化し、ひいては揺動カム１２の初期揺動位置が変
化する。
【００３５】
例えば偏心カム部９が図の上方へ位置しているとすると、ロッカアーム１０は全体として
上方へ位置し、揺動カム１２の端部１２ａが相対的に上方へ引き上げられた状態となる。
つまり、揺動カム１２の初期位置は、そのカム面１５ｂがタペット１１から離れる方向に
傾く。従って、駆動軸６の回転に伴って揺動カム１２が揺動した際に、基円面１５ａが長
くタペット１１に接触し続け、カム面１５ｂがタペット１１に接触する期間は短い。従っ
て、リフト量が全体として小さくなり、かつその開時期から閉時期までの角度範囲つまり
作動角も縮小する。
【００３６】
逆に、偏心カム部９が図の下方へ位置しているとすると、ロッカアーム１０は全体として
下方へ位置し、揺動カム１２の端部１２ａが相対的に下方へ押し下げられた状態となる。
つまり、揺動カム１２の初期位置は、そのカム面１５ｂがタペット１１に近付く方向に傾
く。従って、駆動軸６の回転に伴って揺動カム１２が揺動した際に、タペット１１と接触
する部位が基円面１５ａからカム面１５ｂへと直ちに移行する。従って、リフト量が全体
として大きくなり、かつその作動角も拡大する。
【００３７】
上記の偏心カム部９の位置は連続的に変化させ得るので、これに伴って、バルブリフト特
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性は、図３に示すように、連続的に変化する。つまり、リフトならびに作動角を、両者同
時に、連続的に拡大，縮小させることができる。特に、このものでは、リフト・作動角の
大小変化に伴い、吸気弁４の開時期と閉時期とがほぼ対称に変化する。
【００３８】
次に、位相可変機構２は、図１に示すように、上記駆動軸６の前端部に設けられたスプロ
ケット１９と、このスプロケット１９と上記駆動軸６とを、所定の角度範囲内において相
対的に回転させる位相制御用油圧アクチュエータ２０と、から構成されている。上記スプ
ロケット１９は、図示せぬタイミングチェーンもしくはタイミングベルトを介して、クラ
ンクシャフトに連動している。上記位相制御用油圧アクチュエータ２０への油圧供給は、
エンジンコントロールユニット１７からの制御信号に基づき、第２油圧制御部２１によっ
て制御されている。この位相制御用油圧アクチュエータ２０への油圧制御によって、スプ
ロケット１９と駆動軸６とが相対的に回転し、図４に示すように、リフト中心角が遅進す
る。つまり、リフト特性の曲線自体は変わらずに、全体が進角もしくは遅角する。また、
この変化も、連続的に得ることができる。位相可変機構２としては、油圧式のものに限ら
れず、電磁式アクチュエータを利用したものなど、種々の構成が可能である。
【００３９】
なお、リフト・作動角可変機構１ならびに位相可変機構２の制御としては、実際のリフト
・作動角あるいは位相を検出するセンサを設けて、クローズドループ制御するようにして
も良く、あるいは運転条件に応じて単にオープンループ制御するようにしても良い。
【００４０】
尚、本実施例においては、クランク角センサによって内燃機関の回転数を、スロットル弁
の開度によって内燃機関の負荷を、それぞれ検出している。尚、これらの各検出値は、上
記エンジンコントロールユニット１７へ入力される。
【００４１】
図５に示すのはエンジンの起動時に確実に小リフトとなるよう吸気弁開閉時期の最適制御
を行った場合の各運転条件に対応した吸気弁４の開閉時期を示す。
・アイドリング時
エンジン停止のステップを考えればこの運転条件において、小リフトに制御するのは基本
となる．停止・起動の頻度も他の条件に比べれば格段に大きく、確実に十分な小リフトに
することが必要である。従って、小リフト・小作動角とアイドリング燃費、安定度が両立
させる制御法が不可欠となる。アイドリング時はそのままエンジンキーを切れば直ちにエ
ンジン回転が停止するため、小リフト化に移行する時間の余裕は少ない。従って十分に小
リフト・小作動角でも、安定した燃焼と少ないポンプ損失による最小限の燃料消費で運転
される必要がある。ここでは図５の▲１▼に示すように、極小作動角（極小リフト）とし
、中心角Φを遅角させ、吸気弁開時期(ＩＶＯ)を上死点後に遅らせた設定とし、吸気弁閉
時期(ＩＶＣ)は下死点近傍に設定している。ＩＶＯを遅らせることにより、吸入初期には
残留ガスの断熱膨張が可能となるため、通常の上死点付近のＩＶＯに比べれば、筒内が吸
入負圧レベルの負圧になる時期が遅れるため、ポンプ損失が低減される。また、ＩＶＣを
下死点付近に設定することにより、実圧縮比は最大となるから、燃焼を安定させることが
出来る。吸気弁４のリフト量はアイドリング条件では小さい方がガス流動が促進されて燃
焼改善に有利となるため、このように中心角を遅らせたＩＶＯ，ＩＶＣの設定により、十
分な小リフトで理想的な燃焼、燃費特性を得ることが出来る。ただし、このように中心角
を遅らせることは起動直後でも良いが、吸気弁４のリフトによるフリクションは起動時が
問題になるため、アイドリング以外の条件でも、エンスト時など、予期しないエンジン停
止の際にも、十分な余裕を持って小リフトになっていることが必要になる。
・Ｒ／Ｌ時
図５の他の条件▲２▼～▲５▼の吸気弁開閉時期は、エンスト時など、予期しないエンジ
ン停止の際にも、十分な余裕を持って小リフトになっていることを考慮した設定となって
いる。
【００４２】
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低速の定常走行時(Ｒ／Ｌ)においては、▲２▼に示すように、吸気弁４のリフト・作動角
はアイドリングよりは大きくなっているが、小リフト設定とし、中心角を進角させた設定
としている。この場合、実圧縮比は低下するが、実ストロークも低下するため、大幅なポ
ンプ損失低減効果が得られる。ただし、このレベルの実圧縮比低下は燃焼条件がさらに厳
しいアイドリング運転には適さない。このリフト設定であればエンスト時にも、そのまま
の小リフトでも十分トラブルは回避できる。中心角は起動後直ちにアイドリング▲１▼の
設定に遅角させれば、支障無く良好なアイドリング運転に移行できる。
【００４３】
大リフト・大作動角でポンプ損失低減を狙った設定では、ＩＶＣが図中▲２▼の破線で示
す位置となり、このような設定では、エンスト時に十分な小リフトに移行することは出来
ない。また、バルブ駆動に要するフリクションも大きく、小リフト時のようなガス流動の
強化も期待出来ないから、燃費性能上も不利である。このような大リフト．作動角設定は
固定リフト方式の場合、しばしば用いられている。
・加速時
加速時は、▲３▼に示すように、中心角Φを進角させた条件で、吸気弁４のリフト・作動
角もＲ／Ｌの▲２▼の条件に比べれば微増している。バルブオーバラップを拡大してポン
プ損失の低減と、ＮＯｘ低減を両立させるのが、この設定の狙いである。加速時はさらに
エンストし難い上、万一エンストしてもエンジン停止までの時間的な余裕も多少あること
から、このようなリフト設定でもアイドリング時のような極小リフト・作動角に移行する
ことはできる。仮にそのような余裕が無くても、頻度が少なければ問題無い。
【００４４】
大リフト・大作動角でポンプ損失低減を狙った設定では、ＩＶＣが図中▲３▼の破線で示
す位置となり、やはりこの設定ではエンスト時に十分な小リフトに移行することは出来な
い。バルブ駆動に要するフリクションも大きく、小リフト時のようなガス流動の強化も期
待出来ない点も同様である。
・全開（低速）時
この条件では充填効率を最大とするため、▲４▼に示すように、ＩＶＣは下死点近傍、Ｉ
ＶＯは上死点近傍とすることが必要であり、リフト・作動角も中程度の設定となっている
。エンスト時の余裕は上述した加速時よりもさらに大となるため、中程度のリフト・作動
角から小リフト化への移行時間は確保できる。
・全開（高速）時
この条件では、▲５▼に示すように、吸気弁４のリフト・作動角は最大の設定とし、機関
の性能ポテンシャルを最大限に発揮できるような設定が必要となる。エンジン停止までの
余裕時間も長いため、このような設定が可能となる。
【００４５】
図６に以上述べてきたような、吸気弁４の吸排時期の全体制御マップを示す。吸気弁４の
リフト・作動角はエンジン回転数の増大に応じて、またエンジン負荷の増大に応じて、漸
次使用範囲を拡大するような特性としており、これが上述したように燃費、出力性能の向
上と、不意のエンストに際しても確実に小リフトでのエンジン起動を両立させる特性を与
える。
【００４６】
図７に減速時のバルブ制御特性を示す。この場合は高速からのゆっくりした減速の条件で
あり、エンジン回転数の低下に対応して、バルブリフト、作動角を漸減させているが、ア
イドリングに入るまではＩＶＯを上死点近傍に保ち、吸気弁４の閉時期をＲ／Ｌ運転と同
様に下死点から進角させている。そのために中心角Φを小リフト・作動角になるに従って
進角させるが、アイドリングに移行した時点で大幅に遅角させ、ＩＶＣを下死点近傍とし
て実圧縮比を確保している。この条件では吸入負圧が大であるため、ＩＶＯは上死点から
大幅に遅らせた方がポンプ損失が少ないことは前述の通りである。
【００４７】
図８に示すのは固定動弁機構と本願の対象となる可変動弁機構の場合の駆動トルク特性を
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比較したものである．リフト、作動角の関係は上述した図３に示す特性に従っている。固
定動弁機構の場合、バルブリフト量は可変ではないため、リフト・作動角の異なる（図３
の特性に合わせたもの）多くのカムのデータを集約したものとなる。
【００４８】
例えば、固定動弁機構が最大リフト量Ｐとなるよう設定されているとすると、可変動弁機
構をバルブリフト量Ｑよりも高い状態で使用した場合には、固定動弁機構に比べ可変動弁
機構の吸気弁の駆動トルクは大きくなる。しかし、可変動弁機構をバルブリフト量Ｑより
も低い小リフトに制御することにより、固定動弁機構に比べて、吸気弁の駆動トルクを小
さくすることができる。
【００４９】
図９は、吸気弁４のリフト・作動角の制御のフローチャートを示している。
【００５０】
ステップ１１では、機関回転数、スロットル開度等のエンジンの運転条件を検出する。
【００５１】
ステップ１２では、ステップ１１で検出された運転条件に基づいて、制御マップよりＩＶ
Ｏ、ＩＶＣの設定値を読み込む。
【００５２】
そして、ステップ１３及びステップ１４にて、ＩＶＯ、ＩＶＣ及び中心角Φがステップ６
で読み込まれた設定値となるようアクチュエータ１６，２０を作動させる。
【００５３】
図１０は、エンスト時における吸気弁４のリフト制御のフローチャートを示している。
【００５４】
ステップ２１では、エンジン回転数が所定値以上、例えば５００ｒｐｍ以上あるか否かを
判別し、所定値以下の場合はステップ２２に進み、アクチュエータ１６を作動させ、吸気
弁４のリフト量が最小となるよう制御する。
【００５５】
尚、本実施例では、リフト・作動角を所定値以下に設定するという例を示して説明してい
るが、仮に所定値を有さずに、機関停止時に次の始動を考慮して、リフト・作動角を小リ
フト・小作動角側に移行制御するものについても、本願の技術思想と同義であることは言
うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る内燃機関の制御装置に用いられる吸気弁の可変動弁機構を示す斜視
図。
【図２】リフト・作動角可変機構を示す断面図。
【図３】リフト・作動角可変機構によりリフト・作動角の特性変化を示す特性図。
【図４】位相可変機構によるバルブリフト特性の位相変化を示す特性図。
【図５】エンジンの運転条件の変化に伴う吸気弁の開閉特性変化を示す説明図。
【図６】エンジンの運転条件に対応したバルブリフト特性を示す説明図。
【図７】減速時の各部動作を示すタイミングチャート。
【図８】可変動弁機構と固定動弁機構との駆動トルク特性を示す説明図。
【図９】リフト・作動角制御のフローチャート。
【図１０】エンスト時におけるリフト制御のフローチャート。
【図１１】エンジン回転数によるバルブ系の駆動トルク特性を示す説明図。
【図１２】図１１における可変動弁機構の大リフト及び小リフト制御時のリフト・作動角
の特性変化と、固定動弁機構のリフト・作動角の特性変化とを比較した特性図。
【符号の説明】
１…リフト・作動角可変機構
２…位相可変機構
６…駆動軸
７…偏心カム
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８…制御軸
９…偏心カム部
１０…ロッカーアーム
１３…リンクアーム
１４…リンク部材
１６…リフト・作動角制御用アクチュエータ
１７…エンジンコントロールユニット
２０…位相制御用油圧アクチュエータ

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】



(13) JP 4385509 B2 2009.12.16

10

フロントページの続き

(72)発明者  竹村　信一
            神奈川県横浜市神奈川区宝町２番地　日産自動車株式会社内

    審査官  後藤　信朗

(56)参考文献  特開２０００－２３４５３３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－２４７８１５（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６２－０１３７０９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              F02D  13/02
              F01L   1/34
              F01L  13/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

